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午後３時００分開会 

○教育長 ただいまから本年第４回足立区教育委員

会定例会を開会いたします。 

 本日の出席委員は、定足数であります。よって

会議は成立いたします。 

 それでは、これより審議に入ります。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

○教育長 初めに、会議録署名委員の指名をいたし

ます。 

 本日の会議録署名委員に小川清美委員、花岡委

員を指名しますので、よろしくお願いいたします。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

○教育長 それでは日程第１、第５２号議案を議題

といたします。 

 庶務係長。 

○庶務係長 日程第１、第５２号議案 足立区教育

委員会教育長職務代理者の指名について。 

 以上。 

○教育長 足立区教育委員会会議規則第８条の規定

により、教育長職務代理者の指名を行います。 

 私から指名することになっておりまして、職務

代理者に小川正人委員を指名したいと思いますが、

いかがでしょうか。 

（異議なし） 

 異議なしと認め、足立区教育委員会教育長職務

代理者に小川正人委員を指名いたします。よろし

くお願いいたします。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

○教育長  次に日程第２、第５３号議案を議題と

いたします。 

 庶務係長。 

○庶務係長 日程第２、第５３号議案 足立区青少

年問題協議会条例の一部を改正する条例について。 

 以上。 

○教育長 第５３号議案について、伊藤子ども家庭

部長から説明をお願いします。 

子ども家庭部長。 

○子ども家庭部長 それでは、私より議案について

ご説明申し上げます。 

 資料の１ページをご覧いただきたいと思います。 

 第５３号議案 足立区青少年問題協議会条例の

一部を改正する条例について、ご審議をお願いす

るものでございます。 

 今回は委員の定数の変更をご審議いただくもの

でございます。 

 目的等につきましては、３ページをご覧いただ

きたいと思います。 

 改正の理由でございますが、ご案内のとおり平

成２７年度を「子どもの貧困対策元年」と位置づ

けておりまして、この青少年問題協議会におきま

しても、この貧困対策につきまして、関係機関と

の情報共有、相互の連絡調整を図っていかなけれ

ばならないということでございます。 

 そのために、足立区に勤務する職員として、貧

困対策に直接かかわっている「子どもの貧困対策

担当部長」と、就労支援等を実施しております

「産業経済部長」を新たに加えることをご提案す

るものでございます。 

 改正の内容でございますが、第３条にあります

委員の定数「６０人以内」を「６２人以内」、区

に勤務する職員の人数を定める同条第５号中の

「１０人以内」を「１２人以内」に改めるもので

ございます。 

 なお、先ほど委員の皆様には現在の名簿を配付

させていただいたところでございます。 

 施行年月日でございますが、公布の日から施行
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するということでございます。本日ご承認をいた

だければ、第２回の区議会の定例会に上程し、議

決後、「今後の方針」にありますように、７月に

予定されております第７回教育委員会に規則改正

を上程いたしまして、該当職員を加えるという手

はずを整えているところでございます。 

 以上でございます。 

○教育長 ありがとうございました。 

 ただいま説明がありましたので、これより本案

の審議に入ります。 

 第５３号議案についてご質問、ご意見がありま

したら、委員のご発言をお願いいたします。いか

がですか。 

○小川（正）委員 確認ですけれども、改正理由で、

区として貧困対策元年に位置づけすると。それに

かかわる担当部署というか委員を入れるというこ

とで、その趣旨については全く賛成で、この条例

については基本的に賛成です。この中身に直接関

係はないのですけれども、今まで教育委員会から、

この青少年問題協議会の委員を１人選出してきて、

それは教育委員長が自動的に選出されていたと思

いますが、今度教育委員長がなくなったので、教

育委員会からは今度どなたが出ることになるので

しょうか。職務代理者が出るということになるの

でしょうか。 

 その辺を確認しておいたほうがいいかなと。条

例の中身とは直接関係ないのですけれども。 

○教育長 青少年課長。 

○青少年課長 条例の定めでは、教育委員会から

１名という決まりになっておりますので、特に職

務代理者というわけではございません。 

○小川（正）委員 わかりました。では、後でまた、

決めるわけですね。 

○教育長 ほかにございませんか。 

（なし） 

 ないようですので、これより第５３号議案 足

立区青少年問題協議会条例の一部を改正する条例

についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することに賛成の方の挙

手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手全員であります。よって本案を原案のとお

り議決することにいたします。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

○教育長 次に日程第３、２６受理番号１の陳情を

議題といたします。 

 庶務係長。 

○庶務係長  日程第３、２６受理番号１ 平成

２８年度から使用する中学校教科書の採択にあた

り、日本の真実の歴史と文化及び家族の大切さを

理解し、適切な愛国心、道徳心を養いうる教科書

の採択を求める陳情。 

 以上。 

○教育長 ２６受理番号１の陳情につきましては、

平成２６年第１０回の定例会におきましてご審議

いただき、以降継続審議となっております。 

 その後、変更などの動きがありましたら、報告

をお願いします。 

 教育指導室長。 

○教育指導室長 特に変更点はございません。 

○教育長 本陳情につきまして、ご意見等がありま

したらお願いいたします。 

○小川（正）委員 陳情にかかわる状況について、

変更はないということですけれども、今日報告事

項で中学校の教科書の採択にかかわるスケジュー

ルと、調査項目を報告していただいて、いよいよ

中学校の教科書採択について作業が始まるという

ことになります。今までは中学校の教科書採択の

作業が始まっていない段階で、この陳情について

は留保していたわけですけれども、今度中学校の
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教科書採択の作業がスタートしますし、後からや

りますけれども、採択項目等々についても、ほぼ

確定していますので、その辺を踏まえて、この陳

情についても教育委員会として採択・不採択の意

思決定をしてもいい時期ではないかと思うのです

が、いかがでしょうか。 

○教育長 皆さん、よろしければ報告の③、④が今

回の当該中学校の図書の採択の日程、あるいは調

査項目ですね。この報告を受けてからということ

にしますか。 

 では、予定を変更して、この報告事項を先に報

告していただいて、その上で陳情の審査に入りた

いと思います。 

 教育指導室長。 

○教育指導室長 それでは、説明させていただきま

す。 

 まず８ページをご覧ください。「平成２８年度

足立区立中学校使用教科書図書調査項目の決定に

ついて」と件名、所管名を記載させていただいて

おります。 

 中学校の採択要綱が次のページから書かせてい

ただいております。前回、小中で要綱を定めさせ

ていただきましたけれども、一部、第２条第２項

の調査項目等に変更がございましたので、新たに

ここに出させていただきました。 

 変更点は、（１）内容、（２）構成及び分量、

（３）学習活動の後、「（４）教科別の長所、特

色」、ここを新しく入れさせていただきました。 

 「（５）その他の長所、特色」ということで、

まずはこのような要綱を出させていただきました。 

 続きまして、１３ページをご覧いただきたいと

思います。調査項目のさらに詳しいものを出させ

ていただいております。 

 共通項目ということで、「１．内容」、「２．

構成及び分量」、「３．学習活動」と、これは、

どの教科も共通して調査をいただく項目になって

おります。下から教科別項目、ここは国語、社会、

数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭、

外国語。教科の特色というところで、調査項目を

教科別に設定させていただいております。 

 そのひな型が１４ページ、これは国語の例でご

ざいます。国語の共通項目と、教科別の項目を記

載しているものがこちらになります。 

 続いて１６ページをごらんください。教科書採

択の日程等についてご説明をさせていただきます。

平成２８年から３１年度に使用する、中学校の使

用教科用図書の採択でございます。 

 採択内容、採択種目は１５種目、下に書いてい

るものが採択種目になっております。 

 それから「２．教科書展示」ですが、平成

２７年６月９日から６月１８日が特別展示、６月

１９日から７月２日が法定展示となっています。

土日も含むということになっています。 

 展示時間は、午前９時から午後７時。ただ、足

立区役所の１階では、展示についての時間を午前

１０時から午後６時とさせていただいております。 

 展示場所は昨年度よりも１か所多くして３か所、

足立区役所を新しく増やしまして、子ども支援セ

ンターげんき、東京芸術センターの３か所で教科

書展示をさせていただきたいと思っております。 

 採択日時に関しては、８月７日の教育委員会定

例会で採択の予定となっております。 

 私からは以上です。 

○教育長 ありがとうございました。 

 今の報告３と４も含めて、質疑があればお願い

します。いかがでしょうか。 

○小川（正）委員 これは、今日採択・不採択の意

思表示を教育委員会としてするということを前提

に意見交換をするのですか。 

○教育長 そうですね。そうしていただければと思

いますが、それについてもし異議があればお願い

します。 
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 よろしいですか。ご意見があればどうぞ。 

○小川（正）委員 この採択については、私は以前

から一貫して陳情の内容について疑義があるとい

うか、適性を欠くということで、不採択という意

見表明をしてきました。 

 どうして不採択という意見なのかというと、教

育指導室長からお話があったように、足立区の教

科書採択の調査項目等々については、共通項目と

して内容とか構成分量、学習活動、そして教科別

項目としても各教科で特に留意すべき事項という

ことを重点的に記載していて、かなり公平に、多

面的な調査項目を踏まえて採択する、調査研究の

上で採択するということで足立区では進めてきて

おります。 

 そういうこれまでの、そしてこれからの教科書

採択に当たっての多様な観点での検討という採択

基準に対して、この２６受理番号１の陳情の中身

というのは、多様にある採択の項目の中で、とり

わけ歴史とか文化とか、愛国心、道徳心という、

そこだけを非常に強調されて、それを重点的に採

択の基準としようという趣旨ですので、やはり教

科書の採択というのは、先ほど言ったような、多

様な、多面的な観点で、公平に採択するという方

向性が大事だと思いますので、こういう１項目だ

けを強調するというのは不適切ではないのかとい

うのが１点と、もう１点は、陳情書の中身です。 

 従来の足立区の教科書採択については、教員が

扱いやすいとか、使いやすいということを非常に

重視して採択してきた経緯があるという趣旨が陳

情書の中に書かれていました。 

 これについては、私は事実誤認だと思います。

そういう教師が使いやすいという１点だけ、そこ

を重視して教科書採択をしてきたわけではありま

せんので、その点についても陳情書の中身という

のは事実誤認があると、そういうことも含めて、

私は２６受理番号１については不採択という意見

を、これまでどおりこの場で述べさせていただき

ます。 

○教育長 今、小川正人委員から不採択にすべきで

はないかというご意見がありましたが、ほかの委

員の方はいかがでしょうか。 

 よろしいですか。 

○花岡委員 今まで定例会で不採択ないし継続審議

ということで決をとってきたわけですが、その過

程は、この調査項目がまだ出されていなかったと

いうことで継続審議ということでありましたので、

今回こういう形で教育指導室から出ておりますの

で、採決をとっていただければと思います。 

○教育長 態度とするとどちらですか。 

○花岡委員 僕は不採択でいいかなと。 

○教育長 小川清美委員も。 

○小川（清）委員 はい、そのとおりです。ここで

今回不採択をとるということで。 

○教育長 それでは、採決に移りたいと思います。 

 本案は、不採択とすることに賛成の方の挙手を

求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手全員であります。よって本案は不採択とす

ることに決定しました。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

○教育長 次に日程第４ 受理番号１の陳情を議題

といたします。 

 庶務係長。 

○庶務係長 日程第４ 受理番号１ ２０１６年度

より使用する中学校教科書採択についての陳情。 

以上。 

○教育長 受理番号１の陳情につきましては、宮本

学校教育部長より説明をお願いいたします。 

 学校教育部長。 

○学校教育部長 受理番号１の陳情につきましては、
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お手元の資料、請願文書表として別冊になってい

るものが陳情内容でございます。資料の４ページ

でご説明申し上げます。 

 件名と所管部課は記載のとおりでございます。

陳情の要旨につきましては、足立区の中学校で使

用する教科書採択に当たっては、教員や保護者、

区民の意見が反映されるとともに、日本国憲法及

び「足立区平和と安全都市宣言」の精神が考慮さ

れることが必要であり、そのためには教科書展示

会場を増やし、また展示時間を延長すること。寄

せられた区民の意見が教育委員会の審議に生かさ

れるようにすること。教員が十分に検討できるよ

う、環境整備を各学校に徹底すること。教育委員

会の自主性を貫くことなどを求めるものでござい

ます。 

 陳情者の住所等につきましては、別紙・請願文

書表のとおりでございます。 

 内容及び経過でございますが、学校教育基本法

の改正、そして学習指導要領の全面改訂に伴いま

して、その趣旨を十分に踏まえるとともに、地域

の実情に最も適した教科書を採択するというもの

でございます。 

 中学校につきましては、平成２８年度から

３１年度まで新たな教科書を使用することになり

ます。 

 次に、採択の手順でございますが、本年４月

３日付で教育長決定をいたしました採択要綱に基

づきまして調査項目を決定いたしました。（３）

に記載の教科用図書研究会の調査・研究、（５）

に記載の教科用図書調査委員会の調査、そして

（６）に記載の教科用図書検定委員会の検討を経

まして、最終的に（７）に記載の教育委員会にお

いて採択していただくことになります。 

 説明は以上でございます。 

○教育長 ありがとうございました。 

 本陳情につきましてご意見等がありましたらお

願いいたします。いかがでしょうか。 

○小川（清）委員 どれも至極当然という事項ばか

りだと思いました。陳情されているのですが、こ

れをどのようにこちらが理解するのかということ

かと考えております。 

○小川（正）委員 今の発言の趣旨には大体賛同と

いうか、踏まえての発言なのですが、先ほど不採

択した陳情については、教科書採択の基準の内容

等々について踏み込んだ陳情だったので、私自身

不 採 択 だ と 意 見 を 述 べ た の で す が 、 今 度 の

「２０１６年度より使用する中学校教科書採択に

ついての陳情」については、そういう採択基準の

内容云々ということよりも、むしろ採択に当たっ

ての手続きとか、手順とか、あとは住民とか学校、

教職員の意見を十分踏まえての採択等、そういう

手続きにかかわることですので、私はその点につ

いて、前の陳情書とは違う性格のものだというの

は理解しています。 

 それともう１つ、ここで陳情の理由等々につい

ては、内容を読ませていただくと、これまで足立

区の教科書採択の作業等で踏まえてきた内容です

ので、この陳情を受けることで、新たに試みると

いう内容はほとんどないのです。 

 確認ですけれど、例えば教科書展示会場を増や

すこととか、展示時間を延長するとか、夜間でも

閲覧できるようにするとか、学校現場における勤

務時間内での閲覧時間の確保、校内での教科ごと

の検討時間の保障等々について各学校に提言する

ことというのは、足立区はこれまでにもこういう

ところに留意してやってきていたと思います。そ

の辺をもう一度事務局に確認したいのですけれど

も、ここで陳情に出されているさまざまな要求と

いうのは、実際どうであるかというのを確認した

上で、私とすれば足立区が当然の手続きとしてや

ってきていることなので、一見採択してもいいの

かなと思います。ただ、その足立区がやってきた
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取り組みを確認するような陳情というのは採択す

るか不採択するかというのは、区によって陳情の

扱い方がだいぶ違うという話も聞いています。足

立区はその辺、そういう陳情内容についてはこれ

までどういうふうに扱ってきたのかということも

確認した上で、意思決定したほうがいいのかなと

思いますので、この２点をお聞かせいただければ。 

○教育長 教育指導室長。 

○教育指導室長 それでは、ご説明させていただき

ます。 

 まず会場については、今回２か所から３か所に

ふやすことにさせていただきました。区役所の

１階を展示会場とさせていただきましたが、ここ

は安全管理上のことがあって、毎回片付けなけれ

ばいけないということで、時間は午前１０時から

午後６時とさせていただいております。 

 ただ、それ以外のところは勤務時間終了後、両

方とも北千住、西新井の駅に近い場所に設置して

おりますので、勤務時間内にも十分対応できると

考えております。 

 昨年度、小学校の際に水曜日等の勤務時間の中

で、校長の指示のもと、教科書展示に来ていると

いうようなことがありますので、その点は大丈夫

かなと考えております。 

 今回は特に、先生方にはゆっくり読んでもらお

うと配慮もしておりますので、その点は、昨年度

から十分配慮しているところでございます。 

 私からは以上です。 

○教育長 今、小川正人委員からあった願意が満た

されている場合の採択の有無についてはいかがで

すか。２つ目のご質問はそうでしたよね。 

○小川（正）委員 はい。 

○教育長 教育指導室長。 

○教育指導室長 昨年度、教科書に関する陳情がご

ざいました。願意を満たしているというよりも、

既にこのことについては実施しているという場合

については、教育委員の方々から不採択をいただ

いたということでございます。 

○教育長 ありがとうございました。それを踏まえ

てご意見があれば、いかがですか。よろしいです

か。 

 それでは、採決に移りたいと思います。本案は

不採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

○小川（正）委員 陳情の趣旨は十分理解している

し、それは足立区で既にやっていることですとい

うことで、了解という意味での不採択ということ

ですよね。 

○教育長 もう一度、それでよろしいですか。そう

いった意味で不採択とすることに賛成の方の挙手

を求めます。 

（賛成者挙手） 

○教育長 挙手全員であります。よって、本案は不

採択とすることに決定いたしました。 

 実際に実施されるということもありますので、

よろしければ陳情者にその辺りも説明していただ

くということにしたいと思いますけれども、よろ

しいでしょうか。そのようにお願いいたします。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

○教育長 次に、追加の日程になります。日程第

５ 第５４号議案を議題といたします。 

 庶務係長。 

○庶務係長 日程第５、第５４号議案 足立区教育

委員会教育長の選挙事務従事について。 

 以上。 

○教育長 第５４号議案について、宮本学校教育部

長から説明をお願いします。 

 学校教育部長。 

○学校教育部長 第５４号議案につきましては、口

頭にて説明させていただきます。 

 件名は、「足立区教育委員会教育長の選挙事務
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従事について」でございます。 

 本年５月１７日に行われます、足立区議会議

員・足立区長選挙につきましては、大規模な人事

異動があった年度当初の選挙となります。 

 そこで万全を期すため、教育長に総括責任者と

して開票事務への従事依頼がございました。 

 事務従事に当たりましては、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第１１条第７項に基づき

まして、教育委員会の許可を受ける必要がござい

ます。そのために、本議案を提案させていただい

ております。 

 説明は以上でございます。 

○教育長 ありがとうございました。 

 ただいま説明がございました。これより本案の

審議に入ります。 

 第５４号議案についてご質問、ご意見がござい

ましたら、委員のご発言をお願いいたします。質

疑はありませんか。よろしいですか。 

（なし） 

 ないようですので、これより第５４号議案 足

立区教育委員会教育長の選挙事務従事についてを

採決いたします。 

 本案は、原案のとおり許可することに賛成の方

の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手全員であります。よって本案は原案のとお

り議決することといたします。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

○教育長 続いて報告事項に入ります。①について、

永井生涯学習振興公社事務局長にお願いします。 

 生涯学習振興公社事務局長。 

○生涯学習振興公社事務局長 資料の５ページに基

づきまして、ご報告させていただきます。 

 （旧）千寿第五小学校放課後子ども教室安全管

理員の慰謝料請求の補償について、和解が成立い

たしましたのでご報告いたします。 

 所管部課名は記載のとおりでございます。 

原告は（旧）千寿第五小学校放課後子ども教室

の安全管理員スタッフであった個人で、被告は足

立区を相手としております。内容は、慰謝料

１０万円でございます。 

 請求の要旨でございますが、平成２５年３月ま

でございました千寿第五小学校で、スタッフとし

てボランティア活動をされていた方が、千寿第五

小学校のプール解体工事の差し止めを求める仮処

分の申立人の１名であったということ、それを理

由に引き続いて平成２５年４月にスタートした足

立小学校の放課後子ども教室のスタッフとして継

続できなかったということ。それにより、行政の

不当行為があったとして損害賠償を求めたもので

ございます。 

 論点といたしましては、スタッフの選任は雇用

ではありませんので、継続してということには当

たらないこと。また、スタッフの選任は区ではな

く、実行委員会である足立区生涯学習振興公社が

行ったものであること。 

 したがって、区がそれについてのかかる不法行

為はなかった、存在しなかったことなどが論点と

なっておりました。 

 これにつきまして、裁判所からの和解勧告がご

ざいまして、平成２７年３月３１日をもって和解

が成立いたしました。 

 和解の趣旨については記載のとおりでございま

すが、原告の一部の主張にありました安全管理員

に選任しなかったことにつながったことを認めて

いること、その対応が適切でなかったことを認め

たこと、今後区としては放課後子ども教室実行委

員会に対し、同様のことがないように指導・助言

することなどということになっております。 

 私からは以上でございます。 
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○教育長 ありがとうございました。 

 報告事項が全て終ってから質疑に入りたいと思

っていますので、②について太田学校適正配置担

当課長、お願いします。 

 学校適正配置担当課長。 

○学校適正配置担当課長 資料６ページになります。

「足立区立小・中学校の適正規模・適正配置の進

捗状況について」、ご報告をさせていただきます。 

 まず、「上沼田小学校と鹿浜小学校の適正規

模・適正配置実施計画について」でございます。 

 両校につきましては、去る３月２５日に閉校式

を執り行いました。出席者、主な内容等は記載の

とおりでございます。 

 また、統合新校ということで、鹿浜五色桜小学

校の開校式を４月６日午前９時から実施したとこ

ろでございます。こちらは鹿浜五色桜小学校の体

育館で、区並びに教育委員会からの告辞、新校旗

の授与、新校歌の斉唱などを行ってございます。 

 また、統合地域協議会ニュースの発行を行って

ございます。 

 次に、「鹿浜中学校と第八中学校の適正規模・

適正配置実施計画について」でございます。こち

らにつきましては、第１０回統合地域協議会を去

る３月１６日に開催したところでございます。内

容等につきましては、地域に協議会ニュースを発

行してお知らせをしたところでございます。 

 ページ移りまして、７ページをご覧ください。

こちらは、「上沼田中学校と江北中学校の適正規

模・適正配置実施計画（案）について」というこ

とで、去る３月１１日に第１回統合地域協議会を

開催いたしまして了解が得られましたので、３月

２０日付でこちらの実施計画が正式決定したとこ

ろです。こちらについても、協議会ニュース等で

地域にお知らせをしたところでございます。 

 私からは以上でございます。 

○教育長 ありがとうございました。③と④は先ほ

どの終了しておりますので、⑤と⑥について、浮

津教育指導室長、お願いします。 

  教育指導室長。 

○教育指導室長 件名、所管部課名は記載のとおり

です。 

 １７ページをお開きください。第４回足立区い

じめ問題対策委員会を３月１９日に実施しました

ので、報告させていただきます。 

 教育委員会にも報告をしました第３回のいじめ

アンケートの結果、これについてご報告をさせて

いただきました。 

 また未解決事案については、その時点で小学校

が９件、中学校が１２件、計２１件の未解決があ

ったということは、本年度新たに継続して対応し

てまいりたいと思います。 

 平成２６年度のいじめの防止については、昨年

度から始めましたメールによるいじめの相談が、

年間通じて１７件ですけれども、その全てを学校

に連絡し、連携をとって解決ということになって

います。 

 それから、委員からのご意見としては、いじめ

ということで、特別支援にかかわる児童、生徒の

関係ということがあるので、それについては保護

者と十分連携すること。あとは、こども支援セン

ターげんき等とも連携して、丁寧に対応するよう

なお話をいただきました。 

 今後の方針としては、さらに来年度教育委員会

と学校が連携をして、いじめの未然防止、早期発

見に努めていってほしいということでした。 

 続きまして１８ページ、学校事故の報告につい

てご説明させていただきます。 

 ３月分、管理下で５件、管理外で３件。管理下

については小学校３件、中学校２件。管理外では

小学校１件、中学校２件の合計８件となっており

ます。 

 交通事故の事故内容ですが、飛び出しと、自転
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車の２人乗りでけががあったという報告を受けて

おります。 

 また授業中は、体育の授業で指の骨折等があっ

たという報告を受けています。 

 あと（３）、休み時間に関しては、休み時間に

友達同士でけんかということの報告を受けており

ます。 

 各学校については、これは昨年度１年間継続し

て交通事故の防止ということについてはお話をさ

せていただいています。また学校も始まっていま

すので、春の交通安全等もスタートしているとこ

ろですので、徹底をしてまいりたいと思います。 

 あと、授業中のけがについては、未然防止もそ

うですけれども、仮にけがをしてしまった場合は、

早く治療を行う、また家庭との密接な連絡を徹底

してまいりたいと思います。 

 私からは以上です。 

○教育長 ありがとうございました。 

 それでは⑦と⑧について、山根子ども・子育て

施設課長、お願いします。 

 子ども・子育て施設課長。 

○子ども・子育て施設課長 私からは、⑦と⑧の認

可保育所の開設、運営事業者の決定についてご報

告をさせていただきます。 

 お手元の資料の２０ページをごらんください。

「認可保育所の開設・運営事業者の決定について」

でございます。３か所の決定でございます。 

 平成２７年３月２０日に開催いたしました、足

立区子ども施設指定管理者等選定審査会の選定を

経まして、平成２８年４月に認可保育所を開設す

る事業者を決定いたしましたので、ご報告いたし

ます。 

 初めに、千住龍田町区有地活用の認可保育所で

ございます。こちらの住所につきましては、千住

龍田町の児童遊園跡地に設置されるものでござい

ます。 

 事業者につきましては、社会福祉法人信正会が

決定ということになりました。 

 施設の計画でございますが、認可保育所としま

して、定員８０名、０歳から５歳ということで、

平成２８年４月に開設の予定でございます。 

 続きまして、２１ページをお開きください。 

 新田二丁目区有地活用によります認可保育所で

ございます。こちらの事業者につきましては、株

式会社こどもの森が決定事業者となりました。 

 計画といたしましては、定員６０名。０歳から

５歳ということで、平成２８年４月に開設予定で

ございます。こちらの予定地は、地域包括支援セ

ンター新田の跡地になります。 

 続きまして３番目でございます。千住地域にお

ける民設民営による認可保育所でございます。 

 こちらにつきましては、決定事業者が子どもの

森になります。こちらも認可の保育所としまして

定員が８０名、０歳から５歳となります。 

 平成２８年４月開設ということで、緑町の二丁

目５番に建設予定でございます。 

 今後の方針ですが、平成２８年４月の開設に向

けまして、事業者と協議を進め、スケジュールに

間に合う形で進捗の管理をしていくとともに、地

元の方々に丁寧に説明をしていきたいと思ってお

ります。 

 続きまして、資料の２６ページをお開きいただ

きたいと思います。 

 区立花畑保育園の民営化に伴います、民設民営

事業の運営事業者の決定でございます。 

 区立花畑保育園については、地域の保育需要の

増加及び園舎の老朽化ということで、園舎の拡張

を行うということで建て替えを行うことになりま

した。 

 建て替えに当たりましては、新園舎の建設と同

時に民営化となりますので、従来からありました

花畑保育園の場所から東に移動した地区に建設を
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するということで、ＵＲが入札により、最後は公

募によって決定する形になりました。 

 決定の事業者につきましては、社会福祉法人檸

檬会となりました。認可保育所といたしまして、

定員は１７０名、０歳から５歳ということで予定

しており、平成２８年４月の開設を予定しており

ます。こちらの予定地としては花畑三丁目になり

ます。 

 こちらの事業者も平成２８年４月の開設でござ

いますので、決定事業者と協議を進めて、引き続

き保育等につきまして、スムーズな民営化の形で、

保育所の開設に向けて準備を進めてまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○教育長 ありがとうございました。 

 ただいま、各関係所管から報告事項がございま

した。これらの件につきまして、各委員から質疑、

ご意見がありましたらご発言をお願いいたします。

いかがですか。 

○小川（清）委員 ただいまご報告をいただきまし

た保育所の開設のことですが、今いろいろなとこ

ろで保育所の建設反対運動があったりということ

がニュースになったりしていますけれども、資料

に保育所建設について地元に丁寧に説明を行うよ

うに要請するという今後の方針があるのですけれ

ども、予測とかそのあたりのことがわかったら教

えてほしいということと、あとは向こう何年間と

いう期限がありますが、その見直しをする期限が

いつかも教えてください。 

 というのは、事業者が手を挙げてくださって決

まったところもある一方で、たった１事業者しか

手を挙げてくださらなかったというところもあり

ますので、このあたり、本当にこれでいいのかと

いうこともありますので教えてください。 

○教育長 子ども・子育て施設課長。 

○子ども・子育て施設課長 小川清美委員からご質

問がございました地域との関係でございますが、

花畑保育園等の民営化施設におきましては、今通

園されている保護者の方々から民営化についての

説明とか、それから今後どうなっていくのかとい

うような形、それからこの場所ではなく離れた場

所になってしまうことで、従来から通われた方で

近かった方からは、やはりその場所等についての

厳しいご質問もいただいていると伺っております。 

 しかし中には、やはり新しくこの地域について

も、この六町の駅から近いところになりますので、

皆様方からのお話は両論、厳しいお話と、それか

ら好まれるという形の意見と両方あるように聞い

ております。 

 それから、千住地域と新田地域につきましては、

従来から待機の方々が、地元の方々の中からも多

くありまして、こちらにつきましても、要望とし

ましては建てていただきたいということではある

のですけれども、建った後に住宅地の中にあると

いう形になってきますと、住民の方々と、中には

子どもの声等について非常に懸念を表明される方

がいらっしゃいますので、こちらについても、建

った後も引き続き子どもの声とか、それから周辺

の車の出入り等についても配慮するように、丁寧

に説明を行っていきたいと考えております。 

 続きまして３番目の、千住地域における緑町の

保育所につきまして、１件の事業者しか手が挙が

っていませんということで、こちらについてでご

ざいないということでございますけれども、今回

２５ページの資料に全体の配点の割合を右側の端

に示させていただいております。 

 こちらで、全体の評点の７６％というのは、非

常に高い評点でありまして、こちらについても低

い評点になっているようでありましたら無理に公

募とかをするような形ではなく、再度事業者を募

るという形で精度を上げていくようにしてまいり

たいと考えております。 
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 以上でございます。 

○小川（清）委員 年限は。 

○教育長 子ども・子育て施設課長。 

○子ども・子育て施設課長 今のアクションプラン

と言われておりますプランにつきましては、毎年

のように改定をしてまいります。 

 その中で、保育需要がある地域を抽出いたしま

して、この地域に事業者が受けられるような形で

民設の土地とか、それから区有地についても出し

ていくような形をと思いますので、こちらについ

ては、計画としては民営化の計画があるのですが、

アクションプラン計画といたしましては、今年度

再度改定して、待機者を見ながら計画を進めてい

くようにしたいと思っております。 

○教育長 子ども家庭部長。 

○子ども家庭部長 ただいま課長が説明をいたしま

したアクションプラン、これは２年間の計画でご

ざいます。 

 この長期計画としては昨年、５年分の計画を立

ててございます。これは５年後には、できれば待

機児童をゼロにしたいという状況でございまして、

この５年間をできるだけ早い時期に達成できるよ

うに努めてまいりたいという考えでございます。 

○小川（清）委員 建てたらいいのではなくて、今

度は建てた保育所の評価、第三者評価をしていく

と思いますが、それで見直しというか、常にその

評価をどういう形で考えていらっしゃるのかを教

えてください。 

○教育長 子ども・子育て施設課長。 

○子ども・子育て施設課長 新制度が４月から施行

されまして、こちらの事業所についても確認行為

を行っていくということが、自治体に対しては求

められているところでございます。 

 従来からも保護者や、いろいろな方々からの苦

情とかご意見をいただいた段階で、区も個別に指

導とかも事業者にはしているところなのですが、

こちらも今年度、内容につきましても整理をした

上で、事業者に対しての指導、それから質の向上

の部分を区としても策定して、取りかかってまい

りたいと考えております。 

 ただそれが、今後どのように具体的な形でとい

うのは、また要望等についてもお諮りしながら策

定してまいりたいと考えております。 

○小川（清）委員 これからということなのですね。 

 第三者評価は、既にやらなければいけないので

すから。 

○教育長 子ども・子育て施設課長。 

○子ども・子育て施設課長 第三者評価につきまし

ては、これからこちらの、設立する前のところに

ついての認可につきましても、東京都に進達をし

て、こちらは既に行っているところでございます。 

 ただ、こちらの継続した形での毎年の指導、検

査をやっていく確認につきましては、これから区

で策定をしていくということでございます。 

○教育長 よろしいですか。しっかりやるという答

えが聞きたかったのではないですか。 

○小川委員 そうですね。納得はしませんが、今の

ところは伺っておきます。 

○教育長 ほかはいかがですか。よろしいですか。 

 桑原委員。 

○桑原委員 本日の報告の中では、多分学校事故報

告になると思うのですが、新年度が始まりまして

１０日経ちました。新卒の先生、新任の先生方も

１５０余名足立区に入りました。部署の変わった

方もたくさんいらっしゃると思います。 

 そういった中で、子どもたちの個人情報の扱い

というのを事故のないように、改めてお願いして

おきたいと思って発言させていただきました。 

 今だと、タブレット端末、ＰＣとかＵＳＢ、本

当にたくさんの情報が入るようになっています。

そういった扱いについて子どもたちの個人情報、

紛失したりとか、どこかに行ってしまったという
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ことがないようにしていただければと思います。 

 以上です。 

○教育長 教育指導室長。 

○教育指導室長 桑原委員からお話をいただいたよ

うに、大切な個人情報ですので、管理等を徹底、

また研修等でも徹底してまいります。 

○教育長 子ども家庭部長。 

○子ども家庭部長 私どもでも保育園、それから幼

稚園も所管してございますので、改めて新年度に

当たりましてはしっかり管理するように通知を出

したいと思います。 

○教育長 ほかに質疑ございますか。 

○花岡委員 今答弁があったのですが、２３ページ

から２５ページの審査結果表なのですが、今出た

個人情報の件で、各事業者とも個人情報の「取り

扱いルール・明示・教育」が、これは龍田町が

５５５点、それから新田が５５０点、それから千

住が同じく５５０点。７割が合格という形で今ま

で聞いていたのですが、これは７割いっていない

ですよね。 

 ということで、今話がありましたけれども、き

ちんと指導をしていただければと思います。 

 以上です。 

○教育長 子ども・子育て施設課長。 

○子ども・子育て施設課長 今、花岡委員がおっし

ゃられたところについて、それ以外のところも、

７０％を下回っているところにつきましては、事

業者とお話を進めまして、そちらが高い形の内容

になりますように、指導をしてまいりたいと思い

ます。 

○教育長 ほかにいかがですか。 

 報告事項についてはよろしいですか。 

 その他、ございましたらどうぞ。 

○小川（正）委員 貴重な時間を使って申し訳ない

のですけれども、今日は新しい教育委員会制度に

移行して最初の定例会でして、教育長及び事務局

にお願いが幾つかありますので、少し発言させて

いただければと思います。 

 １つは、昨年末の「開かれた学校づくり」協議

会の会長さん、役員さんと教育委員会の意見交換

の際に、分科会の１つで「開かれ」協議会や学校

運営協議会の今後のあり方についていろいろと議

論を交わしました。 

 その中では、いろいろな意見があったのですけ

れども、例えば、今のような「開かれ」協議会と

学校運営協議会という２重構造のやり方で果たし

ていいのだろうかというご意見も含めて、今の

「開かれ」協議会、学校運営協議会のあり方に関

しては、今後いろいろ検討すべき課題があるのか

なと思います。 

 ただ、その際に国の動きが非常に今急ピッチで

して、国の動きも見据えてやらないと大変なこと

になるということで、少しお話をさせてください。 

 来週の１４日火曜日に、中教審に対して、文部

科学大臣から学校運営協議会のあり方について検

討せよという諮問が出されます。 

 その中身については、今コミュニティスクール、

いわゆる学校運営協議会というものが、全国でも

１，０００幾らでなかなか普及しない状況であり

ますし、あと、今後いろいろな教育課程の課題を

考えると、やはり地域と学校がより強く連携し、

なおかつ地域保護者の意向を学校教育により強く

反映させるという流れが強まるので、今のような

学校運営協議会のありようを少し見直していくと、

文部科学大臣が中教審に諮問するようです。 

 これから議論をしますので、どういうところに

ソフトランディングするかというのは、なかなか

今の段階から言うのは難しいのですけれども、基

本的には学校運営協議会については任意設置では

なく、各学校に設置義務が課される方向におそら

く法律改正が動くのではないかと思いますし、そ

うなった場合に、今、学校運営協議会に権限が与
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えられている、人事についての意見具申等々につ

いては、おそらくこれは法律上削られるのではな

いかと思います。 

 学校運営協議会がなかなか広がらない最大の理

由というのは、教育委員会や学校側のそういう人

事について意見具申するというのがかなりのネッ

クだという話もあるので、それを見直していく方

向なども検討されるのではないかと思います。 

 しかしもう一方では、学校の運営方針について

は学校運営協議会の了解を得るとか、その辺も含

めて必置の方向でおそらく動くと思うのです。 

 この秋には中教審の答申が出され、来年の通常

国会には法律改正案が出るというスケジュールで

動きますので、遠い将来の話ではなく、来年の通

常国会で法律改正すれば、遅くとも再来年度から

学校運営協議会に関する新しい国の方針が出てく

ることになりますので、今、足立区でやっている

「開かれ」協議会と学校運営協議会、この辺のと

ころはそういう動きも含めてちょっと再整理して、

足立にふさわしい学校運営協議会のありようとい

うのを、遅かれ早かれ検討していかなければなら

ないので、それを少し頭に入れながら、今の「開

かれ」協議会と学校運営協議会のありようという

のは、今から少し検討し、なおかつ準備しておい

たほうがいいのかなと思います。それが１つです。 

 ２つ目はお願いなのですけれども、これは前回

の教育委員会の最後に私から言っていたことなの

ですけれども、教育委員会が新しい体制に変わっ

たといっても、教育委員会の機能というのはかな

り継続する部分があって、重要な教育委員会の役

割というのは、教育長以下事務局の執行実務を区

民の目、ないしはそういう外部からの目できちん

と評価をして、その評価した内容を区長や議会や、

地域住民に発信して、そこでいろいろ意見交換し

ながら区の教育行政のあり方を再吟味するという、

そういう役割は、教育委員会の重要な役割として、

新体制に移っても、それは変わらないと思うので

す。 

 むしろ、そういう教育長以下の事務局に対する

評価チェック、そういった情報を地域や区議会や

区長に発信するというのは、今まで以上に教育委

員会の役割として重視されると思うのです。 

 そういう時期にもかかわらず、実は昨年度教育

委員会による評価はされませんでした。それにつ

いてはいろいろと事務局から説明があって、２学

期制とか学校選択制等々の見直しがあって、その

ために外部の有識者の会議を設置するというよう

な諸事情があって、教育委員会のそういう事業評

価というのは行えなかった。 

 区の教育行政の評価については、区がやってい

る行政評価がありますね。それ１本で去年は終っ

てしまったのです。 

 区の行政評価があるから、改めて教育委員会で

やる必要はないのではないかという意見も一部に

はあったようなのですけれども、私はやはり区の

行政評価と教育委員会がやる行政評価というのは

全く違うものだと思っています。 

 区がやった教育行政にかかわる行政評価を私は

読んだのですけれども、言葉は良くないのですけ

れども、詳しく学校現場とか教育行政の事情を知

らない方が教育行政を評価する際にどこに頼るか

というと、事務局が提出する量的なデータに基づ

いての評価なのです。 

 量的な評価では見える評価はあるのですけれど

も、なかなか見えないところもあります。やはり

質的な評価というものはすごく重要です。むしろ、

区の行政評価が量的な評価に偏ってやられている

部分もあるので、それを補ってきちんと教育委員

会事務局の施策を評価するためには、やはり質的

な評価を教育委員会がやったほうがいいと思いま

すし、実際これまで教育委員会がやってきた評価

というのは、そういう質的な評価で、それなりの
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重みを持った評価ができたと思います。 

 ですからぜひ、昨年はいろいろな事情でもって

教育委員会の評価がなくなりましたけれども、や

はり新しい教育委員会制度に移行することも踏ま

えて、教育委員会の評価は区の行政評価とは違う

意味を持っているし、機能があるのだということ

を確認して、ぜひやってほしい。 

 もう１つ、やるからには区の行政評価と同じ

１年前の事業の評価ではなく、今の評価をやって、

その教育委員会のやった評価を区の行政評価に生

かすような、そういうサイクルをぜひつくってい

ただきたいと思う。 

 そのほうが区の行政施策、ないしは区の行政評

価に、教育委員会のそういう質的な評価が非常に

有効だと思いますので、そのためには教育委員の

仕事はすごくハードで、短期間にしなければだめ

なのですけれども、それくらいの覚悟は教育委員

の方々、皆さんお持ちだと思います。 

 それくらいの覚悟でやりますので、ぜひ教育委

員会による評価をやっていただきたいと思ってい

ます。 

 ３つ目は、会議の持ち方なのですけれども、定

例会はいろいろな案件を処理しなければならない

ので、区役所で区の各担当の職員の方の出席のも

とでやらざるを得ないのですけれども、協議会に

ついてはむしろ自由に意見交換できますし、また

協議会が扱うテーマ以外、関係のない職員の方は

別に協議会に参加されなくてもいいですので、そ

こはかなり臨機応変、柔軟にできるというのが、

協議会の良いところだと思うのです。 

 ですから、協議会はほかの教育委員会と比べて

足立区は月２回ペースでやっていますので、この

良い伝統はこれからも続けてほしいし、できれば

前の教育委員会で幾つか試みたのですけれども、

地域や学校に出かけていって、そういう地域や学

校の関係者と自由に意見交換するような協議会も、

ぜひやって頂きたい。 

 以前、１回か２回は学校に出かけてやりました。

校長、教職員と一緒に、学力向上施策をどうする

かということについていろいろな議論をしたので

すけれども、そのあたりも新しい教育委員会制度

のもとで、地域や学校、ないしはいろいろな地域

をある意味では移動する形でもって、移動教育委

員会みたいな感じでやるというのをぜひやってほ

しい。 

 あと、協議会は非公開が原則のようなのですけ

れども、やはり協議会の中身というのは非常に本

質を突くような、足立区の教育をどうするかとい

うことを、かなりいろいろ本音でもって議論でき

る唯一の場で、そこに出される様々な考え方とか

情報というのは非常に重要だと思うのです。 

 ですから、その全部をオープンにするというの

は、データ的には非公開のデータを使って協議す

る場面もありますので、全てを公表する必要はな

いですけれども、少なくとも協議会ではどういう

テーマで、どういう意見交換をやったかという、

協議の概要ぐらいはきちんとまとめて、そして公

開していいような資料やデータについては、協議

会の審議概要や協議概要を整理した上で、定例会

の議事録と同じように公開するということをやら

れていいのではないかと思います。 

 これまで協議会は、非公開ということで、協議

会をいつやったということすら「教育委員会だよ

り」には載っていないので。 

 足立区は定例会のほかに協議会を月２回もやっ

ていて、非常に活発にやっているので、その辺の

発信をオープンにしていいのではないかと思いま

すけれども、その辺も含めて、少し検討していた

だければと思います。 

 長くなりましたけれども、新教育委員会制度に

移行後の最初の定例会ですので、少し余分なこと

も含めて意見を述べました。教育委員として新た
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な決意を述べさせていただきました。ほかの委員

の方もおそらく意見があると思いますので、ぜひ

初回ですので、ご発言をお願いします。 

○教育長 では、どなたかいかがですか。 

○花岡委員 今、小川正人委員が言われましたけれ

ども、ほぼ同感です。いろいろと意見を言う場、

意見交換をする。そこから発想が出てきて、いろ

いろな良い方向に進んでいくのではないか。それ

が足立の子どものためにということが生きてくる

と思いますので、ぜひ出していただければと思っ

ています。 

 また、今、新教育委員会制度ということで、私

はあと１年の任期ですので、前にもお話をしまし

たけれども、この１年間である程度総括という意

味も含めて、教育委員の仕事をきちんと全うして

いきたいと思っています。 

○小川（清）委員 私は幼児教育、保育の立場から

教育委員になっているのですが、今まで２年間、

どういうわけか現場からのお声がなく、１園も行

けていないです。 

 ３月末にある小学校の卒業式に行きましたとき

に、そのすぐ近所の保育園の園長先生が来てほし

いということをおっしゃってくださって、私も行

きたいと言って。ですから、これからは少し保育

現場にも顔が出せたらいいなと私は考えています。 

 私はあと２年です。よろしくお願いいたします。 

○桑原委員 任期は私が一番短くて、今年１２月な

のですが、小川正人先生がおっしゃった３つ、Ｃ

Ｓ（コミュニティスクール）、それと教育委員会

による評価の件と、協議会の公開の件。 

私は保護者代表なので、小川正人先生がおっし

ゃった移動教育委員会、地域に出ていくというの

は、特にとても良いことだと思います。 

 あともう１年もないのですが、足手まといにな

らないように頑張っていきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

○教育長 委員の皆様の熱意を非常にひしひしと、

物すごいパワーを感じました。 

 会議の仕方云々については、ぜひまた今後の協

議会で議論して、我々もそれまでにいろいろな案

を考えたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 それから、先ほどあった「開かれ」協議会とＣ

Ｓの統合云々については、私も全校に「開かれ」

協議会があって、これだけ地域で学校を支えると

いう自治体はないと思うのです。 

 なので、それを上手に消化していく、そういう

プランを考えたいと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

 それから教育委員会のあり方のところでも、チ

ェック機関であるということと同時に、私は私ど

もを導いていただけるのも教育委員の皆様だと思

っておりますので、活発な議論をやりたいし、そ

のためには評価はとても大切で、子どもたちや先

生には「成長が実感できる教育」と言いながら、

では我々はどうなのかということになってみると、

ぜひそういうご評価をいただいて、よくやってい

ると褒められるのは我々にも良いことなので、ぜ

ひどういうやり方が良いのかを検討させていただ

きたいと思います。 

 いずれにしましても、新しい制度が発足して初

回の委員会で、このような議論ができたのは、私

は非常に良かったと思います。今後とも引き続き

よろしくお願いいたします。 

 ほかはよろしいでしょうか。 

（なし） 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

○ 教 育 長  そ れ で は 、 以 上 を も ち ま し て 平 成

２７年第４回足立区教育委員会定例会を閉会い

たします。お疲れさまでした。ありがとうござ
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いました。 

午後４時９分閉会 
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